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２ 裁判所の職員

裁判所には，裁判官をはじめ裁判所書記官，裁判所速記官，家庭裁判所調査官，裁判所事務官，執行官など
の裁判所職員がいます。また，弁護士の中から任命され調停手続を主宰する調停官のほか，調停委員，司法委
員，参与員など一般国民から選ばれた人々が司法手続に参加しています。

１ 裁判官
裁判所の管轄に属する各種の事件について，裁判に必要な手続及びこれに付随する手続を行う。裁判官に

は，最高裁判所長官，最高裁判所判事，高等裁判所長官，判事，判事補，簡易裁判所判事がある。
２ 裁判所書記官

事件記録その他の書類の作成・保管事務，その他法律において定める事務，裁判官の行う法令・判例の調
査の補助事務及びその他手続の適正確保，進行促進，裁判官の判断補助等を目的とした事務を行う。

３ 裁判所速記官
裁判所の事件に関する速記及びこれに関する事務を行う。

４ 家庭裁判所調査官
家事事件，人事訴訟事件及び少年事件において必要な調査を行う。

５ 裁判所事務官
司法行政に関する各種の事務のほか，裁判に関する補助事務を行う。

６ 執行官
民事裁判の執行に関する事務，競売不動産の現況調査等の事務のほか，裁判所の文書を送達する事務を行

う。
７ 調停官

各種の調停事件について，裁判官と同等の権限で，調停手続を主宰する。調停官には，民事調停官と家事
調停官がある。

８ 調停委員
各種の調停事件について，裁判官（又は調停官）とともに調停委員会を組織し，紛争解決のあっせんに当

たる。調停委員には，民事調停委員と家事調停委員がある。
９ 司法委員

簡易裁判所の民事事件について，和解手続を補助するほか，審理に立ち会って意見を述べる。
10 参与員

家庭裁判所の家事審判又は人事訴訟の審理に立ち会うなどして意見を述べる。
11 鑑定委員

借地に関する非訟事件について，鑑定委員会を組織し，裁判官の求めに応じて意見を述べる。
12 専門委員

民事事件等の争点整理，証拠調べ，和解等の手続に関与し，専門的な知見に基づく説明を行う（非訟事件
については意見を述べる。）。

13 精神保健審判員
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の処遇事件に関し，裁判官

とともに，対象者の処遇の要否及びその内容を判断する。
14 精神保健参与員

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の処遇事件に関与し，対象
者の処遇の要否及びその内容について意見を述べる。

15 労働審判員
地方裁判所の労働審判事件について，裁判官とともに労働審判委員会を組織して手続を行う。

16 裁判員・補充裁判員
裁判員裁判対象事件について，裁判官とともに，法廷での審理に立ち会い，評議で意見を述べ，判決の

宣告に立ち会う（補充裁判員は，法廷での審理に立ち会い，評議を傍聴することができ，裁判の途中で裁
判員の人数に不足が生じた場合に，裁判員に選任される。）。

§１ 裁判所職員（執行官を除く。）の定員（平成27年度）

官 職 名 等 定 員 （人）

最高裁判所長官・最高裁判所判事・高等裁判所長官 ２３
裁

判 事 １，９５３

判 判 事 補 １，０００

簡 易 裁 判 所 判 事 ８０６
官

計 ３，７８２

書 記 官 ９，７７１

一 速 記 官 ２２５

家 庭 裁 判 所 調 査 官 １，５９６
般

事 務 官 ９，３１６

職 そ の 他 １，０４６

計 ２１，９５４

合 計 ２５，７３６

（参考）女性裁判官数は，703 人である（平26．12．１現在）。
（根拠法令）○裁判所法（昭和22年法律第59号）

○裁判所職員定員法（昭和26年法律第53号）
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２　裁判所の職員
　裁判所には、裁判官をはじめ裁判所書記官、裁判所速記官、家庭裁判所調査官、裁判所事務官、執
行官などの裁判所職員がいます。また、弁護士の中から任命され調停手続を主宰する調停官のほか、
調停委員、司法委員、参与員など一般国民から選ばれた人々が司法手続に参加しています。
１　裁判官
　　裁判所の管轄に属する各種の事件について、裁判に必要な手続及びこれに付随する手続を行う。裁判官には、最高
　裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官、判事、判事補、簡易裁判所判事がある。
２　裁判所書記官
　　事件記録その他の書類の作成・保管事務、その他法律において定める事務、裁判官の行う法令・判例の調査の補助
　事務及びその他手続の適正確保、進行促進、裁判官の判断補助等を目的とした事務を行う。
３　裁判所速記官
　　裁判所の事件に関する速記及びこれに関する事務を行う。
４　家庭裁判所調査官
　　家事事件、人事訴訟事件、少年事件等において必要な調査及び調整を行う。
５　裁判所事務官
　　司法行政に関する各種の事務のほか、裁判に関する補助事務を行う。
６　執行官
　　民事裁判の執行に関する事務、競売不動産の現況調査等の事務のほか、裁判所の文書を送達する事務を行う。
７　調停官
　　各種の調停事件について、裁判官と同等の権限で、調停手続を主宰する。調停官には、民事調停官と家事調停官がある。
８　調停委員
　　各種の調停事件について、裁判官（又は調停官）とともに調停委員会を組織し、紛争解決のあっせんに当たる。調
　停委員には、民事調停委員と家事調停委員がある。
９　司法委員
　　簡易裁判所の民事事件について、和解手続を補助するほか、審理に立ち会って意見を述べる。
10　参与員
　　家庭裁判所の家事審判又は人事訴訟の審理に立ち会うなどして意見を述べる。
11　鑑定委員
　　借地に関する非訟事件について、鑑定委員会を組織し、裁判官の求めに応じて意見を述べる。
12　専門委員
　　民事事件等の争点整理、証拠調べ、和解等の手続に関与し、専門的な知見に基づく説明を行う（非訟事件について
　は意見を述べる。）。
13　精神保健審判員
　　心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の処遇事件に関し、裁判官とともに、
対象者の処遇の要否及びその内容を判断する。
14　精神保健参与員
　心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の処遇事件に関与し、対象者の処遇の
　要否及びその内容について意見を述べる。
15　労働審判員
　　地方裁判所の労働審判事件について、裁判官とともに労働審判委員会を組織して手続を行う。
16　裁判員・補充裁判員
　　裁判員裁判対象事件について、裁判官とともに、法廷での審理に立ち会い、評議で意見を述べ、判決の宣告に立ち
　会う（補充裁判員は、法廷での審理に立ち会い、評議を傍聴することができ、裁判の途中で裁判員の人数に不足が生
　じた場合に、裁判員に選任される。）。

§１　裁判所職員（執行官を除く。）の定員（令和５年度）

（参考）女性裁判官数は、829人である（令4．12．１現在）。

（根拠法令）○裁判所法（昭和22年法律第59号）
　　　　　　○裁判所職員定員法（昭和26年法律第53号）
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 §２ 執行官の数（令和５．４．１現在）

全国の員数 246

 §３ 調停官の数（令和４．１２．１現在）

区　　　分

民   事   調   停   官 59

家   事   調   停   官 61

計 120

 §４ 民事調停委員及び家事調停委員の数（令和５．４．１現在）

(1)  員 数
区　　　分

民   事   調   停   委   員 7,774

家   事   調   停   委   員 11,313

計 19,087

(2) 年齢別員数
区分 家 事 調 停 委 員

年齢別 員　数

 70歳以上 385 5.0 668 5.9

 60歳代 4,674 60.1 6,858 60.6

 50歳代 1,884 24.2 2,486 22.0

 40歳代 815 10.5 1,276 11.3

 40歳未満 16 0.2 25 0.2

計 7,774 100.0 11,313 100.0

（注）上記は、任命時の年齢による。

(3) 職業別員数
区分 民事調停委員 家事調停委員

職業別 員　数 員　数

弁護士 1,419 18.3 1,591 14.1

医師 168 2.2 46 0.4

大学教授等 91 1.2 225 2.0

公務員 159 2.0 292 2.6

会社・団体の役員・理事 618 7.9 934 8.3

会社員・団体の職員 440 5.7 684 6.0

農林水産業 59 0.8 94 0.8

商業・製造業 87 1.1 100 0.9

宗教家 97 1.2 191 1.7

公認会計士・税理士・不動産鑑定士・
土地家屋調査士 等 2,899 37.3 2,408 21.3

その他 356 4.6 1,093 9.7

無職 1,381 17.8 3,655 32.3

　　　　　　　　　計 7,774 100.0 11,313 100.0

％

員　　数

（注）合計19,087人のうち2,948人は、民事調停委員及び
   家事調停委員に併任されている。

員　　数

％

％

民 事 調 停 委 員

％員　数
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 §５ 司法委員及び参与員の数（令和５．２．１現在）

区    　　 分

司     法     委     員 4,545

参　　　　与     　　員 4,178

 §６ 鑑定委員の数（令和５．２．１現在）

区　　　　  分

 借地借家法に基づく鑑定委員 1,344

1,289

（注）借地借家法に基づく鑑定委員のうち1,289人は、大規模な災害の被災地における 借地借家に関する特別措置法等

   に基づく鑑定委員を兼ねている。

 §７ 専門委員の数（令和５．４．１現在）
 

857

527

264

その他 300

1,948

 §８ 労働審判員の数（令和５．４．１現在）

全国の員数 1,502

 §９ 選任された裁判員及び補充裁判員の数（令和４年）
 

4,413

1,527

（注１）令和４年１月１日から同年１２月３１日までに終局した裁判員裁判において選任された数である。

（注２）補充裁判員から裁判員に選任された場合は、重複して計上した。

裁判員

補充裁判員

 員　  数

員　　数

建築関係

医事関係

計

知的財産権関係

区 分  員　  数

 員　  数

分 野 別

大規模な災害の被災地における
借地借家に関する特別措置法等
に   基   づ  く   鑑   定   委   員
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